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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも背面側に熱交換器が搭載された底板を有し、
　該底板に、前記熱交換器の長手方向に沿って傾斜面からなる導水路を設けてその最低部
に排水口を設け、前記底板の前面側の長手方向には、上面の長手方向に補強凹部が形成さ
れた凸状部を設けるとともに、
　該凸状部は、長手方向で分割されて、その間に背面側に向かって傾斜する排水経路が形
成されており、
　前記排水経路に対応して、前記凸状部の根本部に該凸状部と一体に補強段差部を設けた
　ことを特徴とする空気調和機の室外ユニット。
【請求項２】
　前記凸状部が断面台形状であることを特徴とする請求項１に記載の空気調和機の室外ユ
ニット。
【請求項３】
　前記凸状部を前記底板の前後方向に通水路を隔てて複数条設けたことを特徴とする請求
項１又は２に記載の空気調和機の室外ユニット。
【請求項４】
　前記補強凹部が断面Ｖ字状であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載
の空気調和機の室外ユニット。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室外ユニットに係り、より詳しくは、室外ユニットの底板の排
水構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機の室外ユニットに、少なくとも熱交換器が載置される底板を備え、こ
の底板には、熱交換器に沿った位置に導水路形成壁を立ち上げ形成すると共に、導水路形
成壁によって形成される導水路内にドレン排水穴とこのドレン排水穴まで連続する下向き
の傾斜面を設け、ドレン水が熱交換器の下部以外には流れないように、かつ導水路形成壁
により底板を補強するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－５４０６３号公報（第３，４項、図１－図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された空気調和機の室外ユニットは、底板に導水路形成壁と傾斜面か
らなる導水路の最低部に排水穴を設けて、ドレン水を集中排水するようにしたので、底板
の強度が向上し、熱交換器周辺のドレン水の排水及び凍結防止に効果があるが、吹出し口
から浸入した雨水は、導水路形成壁などが邪魔になって確実に排水することができず、こ
のため寒冷地などにおいては凍結して室外ユニットの内部を損傷したりすることがあった
。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、底板の強度を確保すると共に
、熱交換器に生じたドレン水及び吹出し口から浸入した雨水を確実に排水することのでき
る空気調和機の室外ユニットを提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る空気調和機の室外ユニットは、少なくとも背面側に熱交換器が搭載された
底板を有し、該底板に、前記熱交換器の長手方向に沿って傾斜面からなる導水路を設けて
その最低部に排水口を設け、前記底板の前面側の長手方向には、上面の長手方向に補強凹
部が形成された凸状部を設けるとともに、該凸状部は、長手方向で分割されて、その間に
背面側に向かって傾斜する排水経路が形成されており、前記排水経路に対応して、前記凸
状部の根本部に該凸状部と一体に補強段差部を設けたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る空気調和機の室外ユニットは、底板に設けた熱交換器に発生した霜が溶け
たドレン水は導水路を経て排水口から排水され、吹出し口から浸入した雨水は排水経路、
導水路を経て排水口から排水されるので、排水が確実に行われるため氷結を防止すること
ができる。また、底板の前面側の長手方向には、上面に補強凹部を有する凸状部を設けた
ので強度を確保することができ、さらに振動や騒音を防止できる等、底板の排水処理と強
度確保の両立の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室外ユニットの底板の斜視図である。
【図２】図１の底板に熱交換器や圧縮機を搭載した斜視図である。
【図３】図２の底板にさらに送風機を設置した状態の上面図である。
【図４】本実施の形態に係る室外ユニットの外観斜視図である。
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【図５】図１の底板の要部の斜視図である。
【図６】図５のＡ－Ａ断面からみた斜視図である。
【図７】図５のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［実施の形態１］
　本発明の実施の形態１に係る室外ユニットを説明するための図１～図７において、室外
ユニットはほぼ直方体状で周縁を取り囲む外周枠２が設けられた底板１を有し、底板１上
は、仕切り板１１により送風機室１２と機械室１３とに区画されている。そして、送風機
室１２の背面側から側面にかけてＬ字状の熱交換器１４が搭載され、熱交換器１４の前面
側には送風機１５が設置されている。また、機械室１３には圧縮機１６が搭載されている
。そして、これらは前面側に送風機１５に面して吹出し口１８が設けられた外箱１７によ
り覆れている。
【００１０】
　底板１の背面側には、傾斜面からなる導水路４が設けられており、その最下面部３には
排水口５が設けられている。また、底板１の送風機室１２側の前面側の長手方向（左右方
向）には、上面の長手方向に断面コ字状の補強凹部７が設けられた断面台形状の凸状部（
補強リブ）６ａ，６ｂ，６ｃ（以下、単に６と記すことがある）が前後方向に通水路９を
隔てて複数条（図には、３条の場合が示してある）設けられており、各凸条部６ａ～６ｃ
は長手方向で分割されてその間には排水経路８ａ，８ｂ，８ｃ（以下、単に８と記すこと
がる）が設けられ、この排水経路８ａ～８ｃは、通水路９から導水路４に向って背面側に
傾斜している。
【００１１】
　上記のように構成した室外ユニットにおいて、空気調和機により暖房運転を行なうと、
室外ユニットの熱交換器１４の表面に霜が発生し、時間の経過と共に成長して熱交換器１
４の機能が低下する。そこで、この霜を溶かすために一定時間繰り返し除霜運転が行われ
るが、これによって溶けた水はドレン水となって底板１の導水路４上に滴下し、傾斜面に
沿って排水口５に導かれ外部に排水される。
【００１２】
　また、前面の吹出し口１８から侵入した雨水は、排水経路８ａ～８ｃ、通水路９を経て
導水路４に導かれ、排水口５から排水されるので、雨水の氷結を防止することができる。
【００１３】
　本実施の形態によれば、暖房運転により熱交換器１４の表面に発生した霜を除去するた
めに、除霜運転を行うことにより溶けたドレン水は、導水路４に滴下して傾斜面を流下し
、排水口５から外部へ排水するのでドレン水を確実に排水することができ、寒冷地におい
ても途中で氷結することがない。
　また、前面側の吹出し口１８から侵入した雨水は、排水経路８ａ～８ｃ、通水路９を経
て導水路４に導かれ、傾斜面を流下して排水口５から排水されるので、雨水が底板１上で
氷結するおそれがなく、熱交換器１４や送風機１５の信頼性を高めることができる。
【００１４】
　さらに、底板１の送風機室１２の前面側の長手方向に、断面台形状で上面に補強凹部７
を有する複数の凸状部（補強リブ）６ａ～６ｃを設けたので、少スペース化と底板１の強
度を確保することができ、さらに、振動や騒音を防止することができる。なお、凸状部６
ａ～６ｃの上面に設けた補強凹部７の曲げＲは、塑性変形を生じない最小寸法とすること
で、板金の加工硬化によりさらなる強度確保を実現することができる。また、補強凹部７
の底部の平面部の幅が狭い場合は、補強凹部７を断面Ｖ字状に形成してもよい。
【００１５】
［実施の形態２］
　実施の形態１においては、吹出し口１８から侵入する雨水の排水、及び底板１の強度を
確保するために複数の凸状部６ａ～６ｃを通水路９を隔てて設け、それぞれの凸状部６ａ
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～６ｃを分割して雨水を流す排水経路８ａ～８ｃを設けた場合を示したが、このように、
それぞれの凸状部６ａ～６ｃを分割して排水経路８ａ～８ｃを設ける場合、凸状部６ａ～
６ｃを分割する位置や数によっては、底板１の強度が低下してしまうことがある。
【００１６】
　本実施の形態においては、このような底板１の強度の低下を防止するために、排水経路
８に対応して、凸状部６の根本に凸状部６に沿って補強段差部１０を設けたもので、これ
により、排水経路８の周辺、さらには底板１の強度を確保するようにしたものである。
【００１７】
　本実施の形態によれば、排水経路８に対応する凸状部６の根本に、凸状部６に沿って補
強段差部１０を設けるようにしたので、排水効率のよい任意の位置に排水経路８を設ける
ことができるばかりでなく、補強段差部１０を設けることにより、排水経路８の拡幅やそ
の数を増加することができる。
【符号の説明】
【００１８】
　１　底板、２　外周枠、３　最下面部、４　導水路、５　排水口、６ａ～６ｃ　凸状部
、７　補強凹部、８ａ～８ｃ　排水経路、９　通水路、１０　補強段差部、１１　仕切り
板、１２　送風機室、１３　機械室、１４　熱交換器、１５　送風機、１６　圧縮機、１
７　外箱、１８　吹出し口。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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